
日時： 平成２２年　８月１０日（火） 午前１０時～正午

場所： 福岡市役所　１５階　１５０４会議室

1 開　会

2 新委員紹介

3 福岡市市民公益活動推進審議会傍聴要綱について

4 審　議

5 閉　会

　　・福岡市市民公益活動推進審議会委員名簿 （資料１）

　　・福岡市市民公益活動推進審議会運営要綱 （資料２）

　　・福岡市市民公益活動推進審議会傍聴要綱（改正案） （資料３）

　　・福岡市総合基本計画における市民公益活動推進の位置づけ （資料４）

　　・市民公益活動を巡る社会環境について （資料５）

　　・共働の推進の現状・課題 （資料６）

　　・ＮＰＯ活動の促進の現状・課題 （資料７）

　　・福岡市共働事業提案制度 （資料８）

　　・福岡市ＮＰＯ活動支援基金・助成事業 （資料９）

（資料10）

 

　配布資料

　　・市民活動団体等に関する調査データ集
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氏　　名 所　　属　　　等 分　　　野

阿　部　　亨　 　福岡市市民局（市民局長） 行　　　政

大　谷　順　子 　特定非営利活動法人　子どもNPOセンター福岡 NPO・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係者

大　庭　宗　一 　特定非営利活動法人　博多の風 NPO・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係者

菊　池　裕　次 　福岡市教育委員会（理事） 行　　　政

酒　井　龍　彦 　福岡市７区区長会（博多区長） 行　　　政

空　　直　美　 　株式会社　プロネット 企業関係者

原　田　陽　次 　福岡市自治協議会等７区会長会 地域関係者

村 山　由 香 里 　株式会社　アヴァンティ 企業関係者

森　田　昌　嗣 　九州大学大学院芸術工学研究院 学識経験者

山　﨑　好　裕 　福岡大学大学院経済学研究科 学識経験者

（五十音順・敬称略）

「福岡市市民公益活動推進審議会」委員名簿

（任期：平成２２年２月１日～平成２４年１月３１日）

資料１



 資料２ 

 

 

福岡市市民公益活動推進審議会運営要綱 

 

 

 

 （趣 旨） 

第１条 この要綱は，福岡市市民公益活動推進条例第 19 条の規定に基づき，福岡

市市民公益活動推進審議会（以下「審議会」という。）の運営に必要な事項を定

めるものとする。 

 

 （組 織） 

第２条 審議会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

（１）学識経験者 

（２）地域活動実践者 

（３）地域関係者 

（４）ＮＰＯ・ボランティア関係者 

（５）企業関係者 

（６）市職員 

 

 （会 長） 

第３条 審議会に，会長及び副会長を置くものとし，委員の互選により定める。 

２ 会長は，会務を総理し，審議会の会議（以下「会議」という。）の議長となる。 

３ 会長は，必要があると認めたときは，会議に委員以外の者の出席を求め，その

説明又は意見を聴くことができる。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は欠けたときは，その職

務を代理する。 
 

 （部 会） 

第４条 審議会は，特定の事項を調査審議する必要があると認められるときは，審

議会の委員の一部をもって，部会を置くことができる。 

２ 特に必要があると認めたときは，部会に審議会委員以外の委員を置くことがで

きる。 

３ 部会に部会長を置き，部会に属する委員の互選によってこれを決める。 

４ 部会長は，部会の会務を総理し，審議結果を審議会に報告する。 

５ 部会の運営に関し必要な事項は，別に定める。 

 

 （会議の公開） 

第５条 会議は，原則としてこれを公開する。 

 

 



 

 （庶 務） 

第６条 審議会の庶務は，市民局コミュニティ推進部市民公益活動推進課において

行う。 

 

 （その他の事項） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，会長が

審議会に諮って定める。 

 

   附 則 

 この要綱は，平成１７年６月２８日から施行する。 
 

   附 則 

 この要綱は，平成１９年５月１４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料３  

 

 

 

福岡市市民公益活動推進審議会傍聴要綱（案） 

 

 

 

 （傍聴の手続）  
第１条 福岡市市民公益活動推進審議会の会議（以下「会議」という。）を傍聴し

ようとする者は，開催の１０分前までに、整理番号票（別記様式）の交付を受け

なければならない。 

 （入場の制限）  
第２条 次の各号のいずれかに該当する者は，入場することができない。  
 (1) 酒気を帯びていると認められるもの  
 (2) ポスター，ビラ，拡声器等会議の妨害となると認められる物品を携帯してい

るもの  
 (3) 前２号に掲げるもののほか，会議を妨害し，又は他人に迷惑を及ぼすと認め

られるもの 

 （傍聴人の遵守事項）  
第３条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。  
 (1) みだりに傍聴席を離れること。  
 (2) 私語，談話又は拍手等をすること。  
 (3) 議事に批評を加え，又は賛否を表明すること。  
 (4) 飲食又は喫煙をすること。  
 (5) たすき等を着用し，又はプラカードを掲げる等示威的行為をすること。  
 (6) 携帯電話，パソコン等の情報通信機器を使用すること。  
 (7) 前各号に掲げるもののほか，会議の妨害となるような行為をすること。  
 （撮影等の禁止）  
第４条 傍聴人は，傍聴席において，写真等を撮影し，又は録音をしてはならない。

ただし，特に会長の許可を得た者は，この限りでない。  
 （退 場）  
第５条 傍聴人は，会長から退場を命じられたときは，速かに退場しなければなら

ない。  
 （その他の指示）  
第６条 この要綱に定めるもののほか，傍聴人は会長の指示に従わなければならな

い。  
   附 則  
 この要綱は，平成 17 年６月 28 日から施行する。 
 この要綱は，平成 22 年 8 月 10 日から施行する。 

 



 

様式  

 

 
 

年  月  日 
福岡市市民公益活動推進審議会 

 

整 理 番 号 票 
 

№      
 
 
傍聴者は、会議の開催中この整理票を携行し、

係員の求めに応じて提示してください。 



 

現          行 改     正     案 改正理由 

 

（傍聴の手続）  

第１条 福岡市市民公益活動推進審議会の会

議（以下「会議」という。）を傍聴しようと

する者は，自己の氏名を，受付簿に記入し，

係員の指示に従って，傍聴席に着かなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

（様式）傍聴受付簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （傍聴の手続）  

第１条 福岡市市民公益活動推進審議会の会議（以

下「会議」という。）を傍聴しようとする者は，開

催の１０分前までに、整理番号票（別記様式）の

交付を受けなければならない。 

 

 

 

 

（様式）整理番号票 

 

① 市民に公開する会議の傍聴手続き

を簡略化し、市民の参加を容易に

する。 

 

② 会議の傍聴にあたり、個人情報（氏

名）の記入を必要とする特段の理

由がないため、氏名記載を廃止し、

整理番号票の交付に変更する。 

  

 

平成２２年４月７日付総行改第３号総

務企画局情報公開室長・同局行政改革

課長通知の指導内容による改正 

(以下様式も同じ) 

 

様式の傍聴受付簿を廃止し、整理番

号票を定める。 

 

「福岡市市民公益活動推進審議会傍聴要綱」 新旧対照表 

№        

 

傍聴者は、会議の開催中この整理票を携行

し、係員の求めに応じて提示してください。 

 

年  月  日 

福岡市市民公益活動推進審議会 

 

整理番号票 

平成 年 月 日開催 

 
氏       名 



資料４ 福岡市総合計画における市民公益活動推進の位置づけ 
 
 

総合計画の体系 
 福岡市総合計画は、福岡市における将来の健全な発展を促進するために策定す
る市政の総合的計画であり、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３つから構
成されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 20 年度～ 

平成 23 年度までの計画

平成 27 年までの 

施策展開 

 

 

 
 
 
 
Ⅰ．「福岡市基本構想」  
１．施策の大綱 
～自律し優しさを共有する市民の都市～ 
「一人ひとりが支えあう市民社会の実現」 
 福岡市は、市民一人ひとりがお互いを尊重し、支えあいながら、安心して生活
できる都市を実現する。 
 そのため、障害者など社会生活を営むうえでハンディキャップをもつ人々を含
めたすべての市民が、誇りと生きがいをもって生活できる社会システムや施設の
整備などを進める。 
 また、行政、職場、家庭、個人が自らの役割分担を自覚し、すべての市民が主
体性をもち、あたたかないたわりや支えあいの心を共有する地域社会を形成して
いく。 
 
２．推進の基本的態度 
～市民と行政の協働～ 
 都市は、そこにかかわるあらゆる人々の手によって創られる。都市のたたずま
いにも、そこに集う人の心や生活が映し出される。福岡市には、水や交通など、
今なお、行政が主体となって取り組むべき課題が山積している。しかし、高齢化、
国際化など新たな潮流がもたらす課題は、行政だけでは解決できないものも多い。 
 これらの課題は、行政のみならず、個人、家族、企業、地域社会の在り方をも
問い直している。行政もまた、常に、時代の新しい価値観という広義の“文化”
の視点から、自らを見つめ直し続けなければならない。 
 また、これらの課題解決には、市民と、地域社会と、企業と、行政とのコミュ
ニケーションによる目標の共有と、その目標に向かうあらゆる人々のより緊密な
協働が必要である。 
 
 
 



Ⅱ．「福岡市新・基本計画」 
１．総論 
（１）新しい福岡づくりの基本方向 ～自治・自立・共働～ 

人と人のつながりやコミュニケーションを大切にし、一人ひとりの思いを行
動につなげ、市民、地域コミュニティ、NPO、企業、大学、行政などあらゆる
主体が、それぞれの役割と責任を果たし、共働しながら、豊かで住みよいまち
を創り上げていく自治の都市をめざす。 

 
（２）都市経営の基本的考え方 ～果敢に挑戦する自治と自律の都市・福岡～ 

「市民自治・共働」 
新たな社会の担い手であるＮＰＯの活動を活発にし、さらに企業、大学、行

政を含めたあらゆる主体が、適切な役割分担と対等なパートナーシップのもと
で共働する市民自治の実現をめざす。 

 
（３）行政運営の基本姿勢 ～市民と共働する行政をめざす～ 

豊かで住みよいまちをつくるには、市民、地域コミュニティ、ＮＰＯ、企業、
大学、行政などが、それぞれの役割と責任を果たしていくことが不可欠である。
行政体としての福岡市は、福祉の増進や基盤整備など自治体本来の役割を果た
すことはもとより、自ら市民の中に入っていき、共に考え行動するとともに、
多様な人材や企業、ＮＰＯなどを紡ぎ、市民の力を引き出すコーディネーター
としての役割を積極的に担うなど、市政の主役である市民との共働を推進する。 

 
（４）展望と課題 ～自治と自律の時代に向けて～ 
  社会ニーズが多様化・複雑化する中、市民の自己実現や社会参加の意欲、行
政や公益活動への参加意識は高まっており、市民活動が活発化している。本市
では、よりよい福岡の実現に向けて、ＮＰＯやボランティア、地域コミュニテ
ィの活動を支援するとともに、産学民官がそれぞれの責任と役割を果たしつつ
共働するしくみづくりが重要である。 

 
２．各論  
「政策目標３地域コミュニティを活性化し、住民自治・地域自治を推進する。」 
（１）２０１５年の望ましい姿 
①市民、そして地域の組織・団体が、生活に身近な地域の課題について考え、
率直に意見交換、意思決定し、問題解決に向けて自ら主体的に取り組んでい
る。また、ボランティアやＮＰＯ、企業や大学と情報交換したり連携して取
り組むことも多くなっている。 

②多くの市民が、ボランティア活動やＮＰＯ活動などの市民活動をはつらつと
行っている。企業のボランティア休暇が普及するなど活動に参加しやすい環
境が整い、ＮＰＯで働く人も増えている。 

 
（２）現状と課題 
①社会経済情勢の変化や市民ニーズの多様化に伴い、地域課題は一層多様化・
複雑化していくことが予想される。 
これまでの行政主導によるサービス提供だけでは十分な対応が困難となる
とともに、市民の社会参加・貢献の意欲が高まる中、よりよい地域づくりに
向けて、市民活動を活性化し、様々な主体間での共働を進めることが、これ
まで以上に重要となっている。 

 ②社会的な課題解決をその存立目的としたＮＰＯの活動が活発化している。 
ＮＰＯは、新たな公共・公益分野の担い手として、また、雇用の場としても
期待され、これからの社会において重要な存在である。 



一方で、その組織的・経営的基盤は未だ十分でないなど、総合的な支援と活
動環境づくりが必要である。 

 
（３）施策の基本的方向 
①ＮＰＯ活動の促進 
○ＮＰＯ・ボランティア交流センターを最大限に活用しながら、ＮＰＯの組
織的、経営的な活動基盤の強化を促進し、活動しやすい環境づくりを進め
るなど、ＮＰＯ活動を総合的に支援・促進する。  

○市民や企業、大学などに、ボランティア活動やＮＰＯ活動について情報提

供し、その重要性を普及・啓発するなど、市民が参加しやすい環境づくり

に努める。 
②市民参画・共働の推進 
○市民と行政が、お互いの役割と責任を認識し、よきパートナーシップによ
るまちづくりを進めるため、市政情報を迅速かつわかりやすく公表・提供
し、政策形成から執行、評価の各過程への市民参画のしくみをつくるなど、
共働を積極的に推進する。 

○特に、ＮＰＯの専門性や柔軟性を活かすため、その活動目的や自由な意志
を踏まえながら、ＮＰＯと行政の共働を進める。また、大学の集積による
「知」や人材の集積、若者が多いという本市の特性を活かし、大学間や様々
な主体との共働を促進するとともに、教員、学生や若者の力をまちづくり
に活かす。 

 
 
 
Ⅲ．政策推進プラン（第２次実施計画） 
１．第１次実施計画（平成１６～１９年度）の成果と課題 
（１）ＮＰＯの活動の促進 

平成１６年４月のＮＰＯ活動支援基金設立や平成１７年４月の市民公益活
動推進条例の制定、活動場所や情報発信を行うＮＰＯ・ボランティア交流セン
ターの活用など、ＮＰＯが活動しやすい環境づくりを推進したが、今後は、活
動を担う人材の育成や活動資金の確保などの支援が必要である。 

  成果指標である「ボランティア活動に参加している市民の割合」は、１５％
程度と新・基本計画の当初値を下回っているものの、市内に事務所を置くＮＰ
Ｏ法人延数やＮＰＯ・ボランティア交流センター利用登録数の増加のほか、Ｎ
ＰＯ・ボランティア活動がメディアに取り上げられるなど、ボランティア活動
への意識や重要性の認識は高まっており、情報提供の充実など、気軽に公益活
動に参加できる環境を整備していくことが必要となっている。 

 
（２）市民参画・共働の推進 
  ＮＰＯと行政との共働件数も増加傾向にあるが、市民の多様なニーズに応え
るため、ＮＰＯが持つ専門性や柔軟性などの特性を活かすしくみづくりが必要
である。 

 
２．第２次実施計画（平成２０～２３年度）の取り組みの方向 
 ＮＰＯやボランティア活動の支援については、活動を担う人材の育成やＮＰＯ
活動支援基金を活用した助成の活性化を図るとともに、ＮＰＯの新しい視点や発
想を活かした提案をもとに、企画の段階からＮＰＯと行政が一緒に取り組む共働
事業提案制度を進めるなど、共働によるまちづくりのしくみづくりと実践をさら
に進める。 



資料５ 

市民公益活動を巡る社会環境について 

 

１．地域主権戦略大綱（別添１） 

地域主権改革を総合的かつ計画的に推進するため、当面講ずべき必要な法制

上の措置その他の措置や今後概ね２～３年を見据えた改革の取り組み方針を定

めた「地域主権戦略大綱」が平成２２年６月２２日に閣議決定され、特定非営

利活動法人の設立認証、定款変更の認証、報告徴収、立入検査等の権限が政令

市へ委譲されることとなった。 

（参考）平成２２年５月３１日現在 

・福岡市内に事務所を置く特定非営利活動法人数：７０７ 

・福岡県認証で福岡市内に主たる事務所を置く特定非営利活動法人数：５３５ 

 

２．「新しい公共」宣言（別添２） 

平成２２年６月４日「新しい公共」円卓会議が開催され、「新しい公共」宣

言が発表された。この宣言で、税額控除の導入、認定ＮＰＯの「仮認定」とPST 

基準の見直し、みなし寄附限度額の引き上げ等を可能にする税制改革を速やか

に進めることや関係各省庁の壁を乗り越え、｢特区｣などを活用して社会イノベ

ーションを促進する体制を政府一体となって作ること、政府、企業、ＮＰＯ等

が協働で社会的活動を担う人材育成と教育の充実を進めること、国や自治体等

の業務実施にかかわる市民セクター等との関係の再編成について、依存型の補

助金や下請け型の業務委託ではなく、新しい発想による民間提案型の業務委託、

市民参加型の公共事業等の仕組みを創設すること等が提案された。 

 

３．市民公益税制ＰＴ 中間報告書（別添３） 

 平成２２年４月８日平成２２年度第１回税制調査会が開催され、市民公益税 

制ＰＴ中間報告書が発表された。この報告書で、①所得税の税額控除制度の導

入、②認定ＮＰＯ法人の認定基準の見直し（ＰＳＴ要件の見直し、「仮認定」

制度の導入、事後チェック型の制度への移行）、③地域において活動するＮＰ

Ｏ法人等の支援（寄附対象団体の拡大、ふるさと寄附金の活用、個人住民税の

寄附金税額控除の適用下限を５千円から２千円へ引き下げ）が市民公益税制の

改革の方向性としてあげられ、今後平成２３年度税制改正における実現に向け

て、具体的な制度設計が進められる。 

（参考）平成２２年５月３１日現在福岡市内の認定ＮＰＯ法人の数：７法人 

 

 



４．新成長戦略（別添４） 

平成２２年６月１８日に「新成長戦略」が閣議決定された。同戦略の中で、経

済成長に特に貢献度が高いと考えられる２１の施策「国家戦略プロジェクト」

に「新しい公共」が選定されており、国民の多様なニーズにきめ細かく応える

サービスを市民、企業、ＮＰＯ等がムダのない形で提供することで、活発な経

済活動が展開され、その果実が社会や生活に還元され、「新しい公共」を通じ

て新しい成長を可能にするとされている。そのために、市民公益税制の具体的

制度設計やＮＰＯ等を支える小規模金融制度の見直し等を着実に実施・推進す

るとしている。 

 

５．財政運営戦略（別添５） 

平成２２年６月２２日に「財政運営戦略」が閣議決定され、同戦略の中でも「新 

しい公共」が国民のためのサービスを提供していくことは、国民の満足度、幸

福度を高めるとともに、結果として歳出の削減にもつながりうるとされている。 



別添１ 地域主権戦略大綱 

地域主権戦略大綱（抄） 

平成２２年６月２２日 

閣 議 決 定 

 

別紙２ 基礎自治体への権限移譲の具体的措置 

 

（５）指定都市へ移譲する事務 

 

〔内閣府〕 

① 特定非営利活動法人の設立認証、定款変更の認証、報告徴収、立入検査等都

道府県知事が処理している特定非営利活動法人の設立の認証、定款変更の認

証、事業報告書等の受理、解散の認定、合併の認証、報告の徴収及び立入検査、

改善命令並びに設立認証の取消し（特定非営利活動促進法（平10 法７）10 条１

項、25 条３項、29 条１項、31 条２項、34 条３項、41 条１項、42 条、43 条１項）

については、指定都市へ移譲する。 

 

※ 上記１に掲げる事務に付随する事務については、この別紙に掲げられていないも

のも含め、上記１に掲げる事務とともに都道府県から市町村への権限移譲を行うもの

とする。 
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